
 

償却資産（固定資産税）の申告の手引き 
 

 市税につきましては、平素より格別のご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

 さて、固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方は、地方税法第３８３条の規定により、

毎年１月１日（賦課期日）現在における償却資産の所有状況を申告していただくことになってい

ます。事業を行っている方は、資産の有無に関わらず必ず申告が必要です。 

 申告にあたっては、本書をよくご覧のうえ、ご申告ください。 

※ 資産の増減がなかった方も申告が必要です。 

※ 廃業・解散等された場合も申告が必要です。 

法定提出期限：１月31日 

※法定提出期限が閉庁日の場合、翌開庁日が提出期限となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 電子申告について 

  地方税ポータルシステム『eLTAX』での申告も可能です。（P.12） 

eLTAXホームページURL: https://www.eltax.lta.go.jp 

☆ 償却資産申告書などのダウンロード 

  右の二次元コードを読み込むか、以下のURLから岩国市のウェブサイトに 

アクセスしてください。 

URL: https://www.city.iwakuni.lg.jp/site/kotei-youshiki/list101.html 

☆ 控えが必要な方へ 

受付済の控えの返信を希望される場合は、償却資産申告書のコピーと、切手を貼付した返信用封筒

を同封してください。 

☆ 実地調査について 

地方税法第３５３条及び第４０８条に基づき、帳簿書類や物件に係る実地調査を行うことがありま

すので、その際はご協力をお願いいたします。 

お問い合わせ先 

〒７４０－８５８５ 

山口県岩国市今津町一丁目１４番５１号 

岩国市 総合政策部 課税課 家屋償却資産班 

電話（０８２７）２９－５０５６（直通） 
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Ⅰ 償却資産とは 

 

 会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパ－トなどを貸し

付けている方（事業開始前も含む）が、事業のために用いている固定資産（構築物・

機械・船舶・工具・器具・備品など）で土地・家屋以外のものを償却資産といい、

土地・家屋と同じように固定資産税の対象となります。 

償却資産の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ より詳細な例はＰ.４「４．事業別の対象資産（例）」をご覧ください。 

太陽光発電設備 

 

駐車場やアパートの外構工事、舗装 

 

事務所の机・イス、パソコン 

 

飲食店の厨房設備 

 

店舗の内装（自己所有家屋でない場合） 

機械設備、工具 
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Ⅱ 申告に際して 
 

１．申告が必要な方 

 工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付などの事業を行っている方（事業開始前も含む）

で、賦課期日（1月1日）現在に償却資産を所有されている方が対象です。なお、次の方も申告

が必要です。 

 

① 償却資産を他に賃貸している方 

② 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方 

    （リースを業としている場合は、事業用・非事業用に関わらず申告が必要です） 

③ 所有権移転リースの場合、償却資産の借主の方 

④ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は買主の方 

⑤ 信託により譲渡を条件に賃貸されている場合、償却資産の借主の方 

⑥ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人（テナントなど）の方 

 

※ 償却資産をお持ちでない方も、お手数ですが、P.１１以降を参考に申告書を 

ご提出ください。 

 

２．申告の対象となる資産 

賦課期日（1月1日）現在において事業の用に供することができる資産のうち、土地及び家屋

以外の有形の固定資産で、次の①から⑫のいずれか１つでも該当すれば対象になります。 

① 税務会計上で減価償却の対象としている資産 

② 償却済資産 （耐用年数が経過し、減価償却が終了している資産) 

③ 簿外資産 （帳簿には記載されていないが、事業の用に供することができる資産） 

④ 減価償却はしていないが、本来減価償却が可能な資産 

⑤ 建設仮勘定で経理されていても事業の用に供している資産 

⑥ 遊休資産 （稼動を休止しているが、いつでも稼動できる状態にある資産） 

⑦ 未稼動資産 （既に完成しているが、まだ稼動していない資産） 

⑧ 改良費 （改良費のうち、資本的支出として資産計上した資産。本体部分とは別の新たな資産とし

て取扱います。） 

⑨ 福利厚生用資産 

⑩ 賃借人（テナントなど）が取り付けた内装・造作及び建築設備等 

⑪ 取得価額が２０万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの 

⑫ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの（例：「中小企業等の少額減価償却資

産の損金算入の特例」） 
 

※ ⑩については、P.７｢６．償却資産と家屋との区分｣、⑪及び⑫については、P.３「少額の減価償却資産 

の取扱い」をご覧下さい。 
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３．申告の対象とならない資産 

次に掲げる資産は、償却資産の対象にならないので申告の必要はありません。 

① 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの（例：小型フォークリフト） 

② 無形固定資産（例：電話加入権、特許権、ソフトウェア） 

③ 生物（ただし、観賞用、興行用のものは申告対象）、立木、果樹 

④ 繰延資産（開業費、試験研究費等） 

⑤ 法人税法第６４条の２第１項・所得税法第６７条の２第１項に規定するリース（売買扱いとするファイ

ナンスリース）資産で取得価額が２０万円未満のもの 

※ ①については、P.7「償却資産の課税対象となる車両について」をご覧ください。 

 

＜少額の減価償却資産の取扱い＞ 

 

地方税法第３４１条第４号及び地方税法施行令第４９条の規定により、固定資産税（償却資産）の申告対象か

ら除かれる、いわゆる「少額資産」とは、取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの、取得価

額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したものをいいます。 

 よって、平成 18 年４月１日以降に取得した資産のうち、「中小企業特例」を適用して、取得価額３０万円未

満の減価償却資産の合計額３００万円までを損金算入した資産であっても、固定資産税（償却資産）の申告の対

象となります。 

 

（１） 個人の場合 

取得時期 取得価格 国税の取扱 
固定資産税（償却資産） 

の取扱 

平成11年1月1日以降に 

取得した資産 

 

※平成11年1月1日以前に取得した

資産については、課税課家屋償却資産班 

（☎0827-29-5056）までお問い合

わせください。 

10万円未満 必要経費 申告対象外 

10万円以上 

20万円未満 

3年間一括償却 申告対象外 

減価償却 申告対象 

20万円以上 減価償却 申告対象 

 

（２） 法人の場合 

取得時期 取得価格 国税の取扱 
固定資産税（償却資産） 

の取扱 

平成10年4月1日以後に 

開始された事業年度に取得 

した資産 

 

※平成10年4月1日以前に取得

した資産については、課税課家屋償

却資産班（☎0827-29-5056）

までお問い合わせください。 

10万円未満 

損金算入 申告対象外 

3年間一括償却 申告対象外 

減価償却 申告対象 

10万円以上 

20万円未満 

3年間一括償却 申告対象外 

減価償却 申告対象 

20万円以上 減価償却 申告対象 
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４．事業別の対象資産（例） 

各業種共通のもの 

駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広

告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、

事務机、椅子、テレビ、エアコン、パソコン、ＬＡＮ設備、コピー機、ファクシミリ、

レジスター、金庫等 

 

小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、電子秤、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等 

喫茶・飲食店 

カウンター、室内装飾品、接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、自動食器洗浄機、製氷機、製

麺機、カラオケセット、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫

等 

理容業、美容業 
パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、赤外線灯、理・美容椅子、洗面設備、ドライヤー、タオル蒸

器等 

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、ボイラー、給排水設備等 

製パン業、製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練器、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等 

医院、歯科医院 
各種医療機器（ベッド、手術台、Ｘ線装置、分娩台、心電計、電気血圧器、保育器、脳波測定器、Ｃ

Ｔ装置、ＭＲＩ装置、各種検査機器）、各種事務機器、待合室いす等 

不動産貸付業 

ビル・アパート 

駐車場の舗装・機械設備、自家発電等の電気設備、屋外の給排水ガス設備、広告設備、共同住宅の付

帯設備（門、塀、緑化施設、側溝、外溝など）、集合郵便受、消火器等、太陽光発電設備 

駐車場業 舗装路面、屋外照明設備、機械式駐車設備、駐車料金清算設備等 

工場 旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等 

パチンコ店 

ゲームセンター 

パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、店内放送設備、

防犯監視設備、事務機器、内外装等 

印刷業 各種印刷機、各種製版機、裁断機等 

建設業 

ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、

フォークリフト（軽自動車税の課税対象を除く）、大型特殊自動車、コンクリートカッター、ミキサー

等 

ガソリン給油業 
ガソリン計量器、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、地下タンク、洗車機、検査工具、自

動販売機、消火設備、独立キャノピー、油水分離装置等 

自動車整備業 

 

旋盤、プレス、ホーニング、リフト、チェーンブロック、カーウォッシャー、コンプレッサー、溶接

機、充電機、オイルクリーナー、コンデンサー、万力、グラインダー、ドリル、塗装設備、検査工具、

治具、取付工具、切削工具、油水分離装置等 

木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等 

鉄工業 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等 

ホテル、旅館 
ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、

テレビ、ビデオ、ベッド、応接セット、冷蔵庫、ボイラー等 

食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機等 

テニスクラブ テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、照明設備等 

ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備等 

カラオケボックス カラオケセット、接客用家具、照明設備等 

農業・畜産業 

ビニールハウス、選別機、管理機、田植機、稲刈機、脱穀機、コンバイン・トラクター等の大型特殊

自動車、消毒機、清浄機、かくはん機、モノレール、コンベアー、井戸、なし棚、ぶどう棚、堆肥舎

等 

漁業 漁船、船外機、ＧＰＳ、巻上機、魚網、いけす、海苔すき機、海苔乾燥機等 
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５．資産種類ごとの主な償却資産と耐用年数 

資産の種類 細目 
耐用

年数 
細目 

耐用

年数 
細目 

耐用

年数 

１  

構

築

物 

構築物 

アスファルト舗装 10 コンクリート、ブロック、れんが、石敷舗装 15 

金属塀 10 ブロック塀 15 打ち込み井戸 10 

庭園 20 工場緑化施設 ７ アーケード・日よけ設備  

（金属製） 

（金属製以外） 

 

 

15 

8 

野立看板 

（金属製） 

（その他） 

 

20 

10 

農業用ハウス 

（鉄骨造） 

（その他）  

 

15 

８ 

仮設建物 

（基礎のないもの） 

7 煙突 （金属造） 

（れんが造） 

10 

7 

外構 15 

建物附

属設備 

屋外給排水設備 15 可動間仕切り 

（簡単なもの） 

3 可動間仕切り 

（その他） 

15 

蓄電池電源設備 6 受変電設備 15 屋外消火栓 8 

２ 

機

械

及

び

装

置 

平成２０年度税制改正において、耐用年数に関する省令の一部改正が行われ、減価償却資産の耐用年数表が大

きく変更されました。特に「機械及び装置」については区分が大幅に整理されています。新たな資産区分による

改正耐用年数は、次ページの表のとおりです。 

３ 船舶 モーターボート 4 強化プラスチック船 7 漁船（木造） 6 

５ 車両及び 

運搬具 

トラッククレーン、コンクリートポ

ンプ車等の大型特殊自動車 

5 フォ－クリフト（軽自動車税の課税対象を除く） 4 

６  
工

具

・

器

具

及

び

備

品 

工具 測定・検査工具 5 治具、取付工具 3 切削工具、金型 2 

器

具

及

び

備

品 

陳列棚、陳列ケ－ス 

（冷凍機、冷蔵機付のもの） 

（その他のもの） 

 

6 

8 

事務机、いす、キャビネット 

（主として金属製） 

（その他のもの） 

 

15 

8 

キャビネット 15 ロッカー 15 冷蔵ストッカー 4 

応接セット（接客業用） 5 応接セット（その他用） 8 ベッド 8 

パソコン(ｻｰﾊﾞｰ用を除く) 4 パソコン（サーバー用） 5 電話設備その他の通信機器 10 

エアコン 6 テレビ・ステレオ等音響機

器 

5 カメラ、映写機、望遠鏡 5 

冷蔵庫、洗濯機 

その他電気ガス機器 

6 カーテン、座布団 

その他繊維製品 

3 食事、厨房用品 

（陶磁器、ガラス製） 

（その他のもの） 

 

2 

5 

湯沸し器 6 ｲﾝﾀｰﾎﾝ・放送設備 6 ネオンサイン・看板 3 

試験・測定機器 5 時計 10 度量衡器 5 

複写機、レジスター、タイムレコーダー、ファクシミリ等の事務機器 5 

手さげ金庫 5 その他の金庫 20 自動販売機 5 

理容・美容機器 5 サインポ－ル 3 消毒殺菌用機器 4 

調剤機器 6 手術機器 5 ﾌｧｲﾊﾞ-ｽｺｰﾌ  ゚ 6 

レントゲン機器 6 歯科診療用ユニット 7 焼却炉 5 

カラオケ 5 パチンコ器 2 両替機 5 
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耐用年数表 

 

※平成20年度税制改正 
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６．償却資産と家屋との区分 
 電気設備、ガス設備、給排水設備等、本来家屋と一体となって家屋の効用を発揮するための設備を建築設備と

いいます。建築設備のうち、電気、給排水、衛生、ガス、冷暖房、ボイラー、消火などの設備は、家屋として評

価されますが、取り外しが容易で別の場所に自在に移動できるものや、独立した機器としての性格が強いものは、

償却資産として取り扱われます。 

また、通常家屋に含める資産であっても、賃借人（テナントなど）といった家屋の所有者以外の方が、事

業の用に供するために家屋に取り付けた内装、造作等の資産（「特定附帯設備」といいます）については、

償却資産として、特定附帯設備を取り付けた方が申告をしていただくことになります。（地方税法第 3４3

条第10項、岩国市税条例第54条第8項） 

 

※ 設備の種類や取り付け状況などにより、家屋と償却資産の区分が困難なものもあると思われますので、詳

細については、課税課家屋償却資産班までお問い合わせください。 

 

７．償却資産の課税対象となる車両について 
（大型・小型）特殊自動車についての償却資産対象は、下記のとおりです。 
下表①のいずれか1つでも満たしていれば、償却資産申告対象となります。 

下表②の全てを満たしていれば、償却資産申告対象外（軽自動車税の対象）となります。 

 
※ なお、上記②の小型特殊自動車は、償却資産の申告対象外となりますが、道路を走行する、しないに関わら

ず軽自動車税の課税対象となるため、申告によりナンバープレートを取得し、取り付ける必要があります。 

軽自動車税についてのご質問等があれば、税制班へお願いします。【お問い合わせ先：（0827）29-5053】 

※ 「特種用途自動車」については、申告対象外です。 
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８．国税との主な違い 

償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりとなります。 

項  目 固定資産税（償却資産）の取扱い 国税の取扱い 

償 却 計 算 の 期 間 暦年（賦課期日制度） 事業年度 

減価償却の方法（注１） 

定率法 

 

※減価率は固定資産評価基準別表 15 に

定める減価率（「旧定率法」の償却率と同

じ率）を採用 

定率法・定額法の選択制度 

 

※定率法を選択した場合 

平成19年4月1日以降取得の 

資産・・・250％定率法適用 

平成19年4月1日以前取得の 

資産・・・旧定率法適用 

前年中の新規取得資産 半年償却（1/2） 月割償却 

圧 縮 記 帳 の 制 度 

（注２） 

認められません 認められます 

特別償却・割増償却 認められません 認められます 

少額減価償却資産の 

即時償却（注３） 

認められません 認められます 

増加償却（注４） 認められます 認められます 

評価額の最低限度（注５） 取得価額の100分の5 備忘価額（１円） 

改良費（注６） 
区分評価（改良を加えられた資産と改良

費を区分して評価） 

原則区分評価 

  

（注１） 平成１９年度税制改正により、国税における減価償却の方法が変更になりましたが、固定資産税（償

却資産）における減価償却の方法には変更はなく、旧定率法の償却率を用います。 

（注２） 圧縮記帳の制度は固定資産税（償却資産）では認められませんので、国庫補助金等で取得した資産で

取得価額を圧縮したものについては、圧縮前の取得価額を記入してください。 

（注３） 租税特別措置法に基づく「中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」によりその

取得金額を損金または必要経費に算入した資産は、固定資産税（償却資産）では課税対象となります。 

（注４） 所得税法または法人税法の規定による増加償却の一時償却を行った資産については、資産の評価上控

除額の加算を行うことができます。この場合、税務署に提出した書類の写しを添付してください。 

（注５） 平成１９年度税制改正により、国税においては残存価額が廃止され１円まで償却できるようになりま

したが、固定資産税（償却資産）における減価償却の方法に変更はなく、取得価額の１００分の５が残

存価額となります。 

（注６） 平成１９年度税制改正により、国税における改良費の取扱いが変わりました。詳しくは税務署へお問

い合せください。なお、固定資産税（償却資産）における取扱いに変更はなく、区分評価を行います。 

 

９．課税標準の特例が適用される資産 

 地方税法第３４９条の３、同附則第１５条の規定により、一定の要件を備える償却資産については、課税

標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。このような資産を新たに取得された方は、種類別明細

書の摘要欄に特例名称を記入し、特例に該当することを証する書類を提出してください。 

不明な点は岩国市課税課家屋償却資産班にお問い合わせください。 

 

１０．非課税となる資産 

 地方税法第３４８条及び同法附則第１４条の規定に該当する資産は、固定資産税が非課税となります。 

非課税該当資産を新たに取得された方は岩国市課税課家屋償却資産班にお問い合わせください。 
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Ⅲ 税額等の計算方法 
 

１．評価額の計算方法 

  資産の取得時期、取得価格及び耐用年数を基にして、１件ずつ評価額を算出します。 

 

（１） 前年中に取得のもの 

取得価格 × （１－ 減価率 × １／２） ＝ 評価額 

 

（２） 前年前に取得のもの 

前年度評価額 × （１－ 減価率） ＝ 評価額 

以降、毎年この方法により計算し、取得価額の５％まで減価します。 

 

 

（例） パソコン１台あたりの評価額 

   取得価額 300,000円 

   取得時期 令和ｎ年6月 

   耐用年数 ４年 → 減価率0.438（下記の表参照） 

 

令和ｎ＋１年度 300,000円 × （1 - 0.438×1／2） ＝ 234,300円 

令和ｎ＋２年度 234,300円 × （1 - 0.438） ＝ 131,676円 

令和ｎ＋３年度 131,676円 × （1 - 0.438） ＝ 74,001円 

令和ｎ＋４年度 74,001円 × （1 - 0.438） ＝ 41,588円 

令和ｎ＋５年度 41,588円 × （1 - 0.438） ＝ 23,372円 

令和ｎ＋６年度 23,372円 × （1 - 0.438） ＝ 13,135円＜15,000円 

   

※ 令和ｎ＋６年度で算出額が取得価額の５％（15,000円）より小さくなるので、令和ｎ＋６年度以降の評価額は 

15,000円になります。 

 

 

＜耐用年数に応ずる減価率（固定資産評価基準別表第１５）及び減価残存率表（抜粋）＞ 
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２．税額の計算方法 

 前記により計算した各資産の評価額を合算した額を課税標準額（千円未満切捨て）として、次の算式によ

り固定資産税額を計算します。 

 課税標準額が150万円（免税点）未満の場合は、課税されません。 

 

  固定資産税額 ＝ 課税標準額 × 税率（1.4％） 

 

※ P.８「課税標準の特例が適用される資産」がある場合の課税標準額は、該当資産の額に特例率をそれ

ぞれ反映させた額となります。 

 

 

３．納期 

納税通知書は毎年4月上旬に発送し、年税額を4回の納期（4月末、7月末、12月末、翌年の2月

末）に分けて納付していただきます。全額を一括で納付することも可能です。 

 

※ 土地・家屋をお持ちの方は、土地・家屋と合算した納税通知書を送付します。 

 

 

＜注意事項＞ 

課税標準額が１５０万円（免税点）未満の方も、申告書の提出が必要です。 
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Ⅳ 書類の提出について 
 

１．申告方法 

（１） 一般的な申告 

前年中に増加または減少した資産を申告していただく方式で、評価額等の計算は岩国市で行いま

す。前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出が必要です。 

（２） 電算処理方式による申告 

賦課期日（１月１日）現在所有しているすべての資産について、事業者側で評価額等を計算した

上で申告していただく方式です。 

（３） 電子申告 

地方税ポータルシステム『eLTAX』により、インターネットを利用して申告を電子的に行う方式

です。 

 

２．提出書類 

 （１） 一般的な申告  

   ア 初めて申告される方 

    ① 償却資産をお持ちの場合 

      ・償却資産申告書 

      ・種類別明細書（増加資産・全資産用） 

 

    ② 償却資産をお持ちでない場合 

      ・償却資産申告書 

 

  イ 前年度に申告された方 

① 前年度の申告内容から償却資産の増減がない場合 

     ・償却資産申告書 

 

   ② 前年度の申告内容から償却資産の増減がある場合 

     ・償却資産申告書 

     ・種類別明細書（増加資産・全資産用）※増加資産がある場合 

     ・種類別明細書（減少資産用）※減少資産がある場合 

 

  ウ 過去の申告に誤りがあり、訂正が必要な方 

    上記イの提出書類に加え、P.15「3．種類別明細書（減少資産用）の記入方法」にそって必

要な書類を提出してください。 

 

エ 転出・廃業・解散等で市内での事業をやめた方 

・償却資産申告書 

 

※ 「課税標準の特例が適用される資産」または「非課税となる資産」をお持ちの方は、P.８をご確認の

上、ご申告ください。 

 

※ 受付済の控えの返信を希望される場合は、償却資産申告書のコピーと、切手を貼付した返信用封筒を

同封してください。 
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（２） 電算処理方式  

  賦課期日（1 月 1 日）現在において所有しているすべての資産について、評価額等を算出し、提

出してください。（種類別明細書については、岩国市の様式には評価額を記入する欄がありませんの

で、地方税法施行規則様式第２６号様式別表１に則った様式で提出してください） 

     ・償却資産申告書 

     ・種類別明細書（増加資産・全資産用） 

 

※ 「課税標準の特例が適用される資産」または「非課税となる資産」をお持ちの方は、P.８をご確認の

上、ご申告ください。 

 

（３） 電子申告  

eLTAX（エルタックス）を利用した場合、提出書類はありません。 

ご利用の流れや手続きなどの詳細につきましては、eLTAXホームページをご覧下さい。 

（https://www.eltax.lta.go.jp） 

 

eLTAX（エルタックス）のご利用についてのお問い合わせ先 

一般社団法人地方税電子化協議会のヘルプデスク 

電話番号 ： ０５７０ － ０８１４５９ 

受 付 日 ： 月～金（祝日、年末年始を除く。） 

受付時間 ： 9：00 ～ 17：00 

 

３．注意事項 

（１） 申告誤りや申告もれの資産があった場合は、正しい申告年度まで遡って申告していただく制度と

なっております。 
 

（２） 地方税法第３５３条及び第４０８条に基づき、帳簿書類や物件に係る実地調査を行うことがあり

ますので、その際はご協力をお願いいたします。また、調査に伴って修正申告をお願いすることが

ありますが、その場合の課税年度は現年度だけでなく、資産の取得時期に応じて遡及することがあ

りますので、あらかじめご了承ください。 

 

（３） 申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、または正当な理由なく申告されない場合は、懲

役、罰金または過料を科せられることがあります。（地方税法第３８５条、第３８６条、岩国市税

条例第７５条） 

 

（４） 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）の

施行に伴い、申告書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。 
 

４．提出先・提出期限 

提 出 先 岩国市役所課税課家屋償却資産班（本庁舎２階G窓口） 

または 各総合支所市民福祉課、各支所市民福祉班、各出張所 

法定提出期限 毎年1月3１日 

※法定提出期限が閉庁日の場合、翌開庁日が提出期限となります。 
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Ⅴ 記入方法 

１．償却資産申告書（償却資産課税台帳）の記入方法 
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２．種類別明細書（増加資産用・全資産用）の記入方法 
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３．種類別明細書（減少資産用）の記入方法 

 


